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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の流路が隣接する流体流路装置であって、流路の底部を構成する基板と、
　基板の表面に立設されて流路の側壁を構成する複数のブレードとを有し、
　前記複数のブレードは、前記流体の流れの上流側から下流側への方向に間隔をあけて複
数立設され、この間隔において隣接する流路間の流体の導通が可能にされており、
　前記複数のブレードは、第１ブレードと、第１ブレードよりも流体の流れの上流側から
下流側への方向の長さの長い第２ブレードとの複合構造であり、
　前記第１ブレードは複数の流路の最外部に配置され、前記第２ブレードは第１ブレード
によって囲まれた中央部に設けられており、
　流路の一端が流体に接することで、流体の流れが可能とされている
ことを特徴とするブレード複合型開放流路装置。
【請求項２】
　前記流体の流れが、重力が関与しない水平方向の流れもしくは重力に反する方向の流れ
であることを特徴とする請求項１に記載のブレード複合型開放流路装置。
【請求項３】
　前記ブレードの流体の流れの上流側から下流側への方向における間隔が、微小な流路装
置においては、０．１μｍから１００μｍの範囲内であることを特徴とする請求項１また
は２に記載のブレード複合型開放流路装置。
【請求項４】
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　請求項１から３のいずれか一項に記載のブレード複合型開放流路装置において、一定間
隔ごとに第１ブレードを中央部に配置した境界部が設けられていることを特徴とするブレ
ード複合型開放流路装置。
【請求項５】
　前記第１ブレードと第２ブレードの流体の流れの上流側から下流側への方向の長さが、
微小な流路装置においては、１０μｍから１００μｍの範囲内であることを特徴とする請
求項１から４のいずれか一項に記載のブレード複合型開放流路装置。
【請求項６】
　前記複数のブレードの形成方法が、フォトリソグラフィであることを特徴とする請求項
１から５のいずれか一項に記載のブレード複合型開放流路装置。
【請求項７】
　前記基板やブレードの表面が親水性または疎水性処理されていることを特徴とする請求
項１から６のいずれか一項に記載のブレード複合型開放流路装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載のブレード複合型開放流路装置を単位ブロックと
して、複数の前記単位ブロックを接合させていることを特徴とするブレード複合型開放流
路装置接合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブレード複合型開放流路装置およびその接合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内径が極めて小さな管状構造や、小型デバイス内部に設けられた微小空間を
流路として用いて流体を輸送する微小流路装置が知られている。このような微小流路装置
の用途としては、例えば、医療用カテーテル、分析や反応のためのマイクロ流体デバイス
等が例示される。この微小流路装置を用いることにより、送液装置や分析装置、反応装置
の小型化、分析や反応試料の微量化、送液や分析、反応システムの自動化および省エネル
ギー化等、様々な効果が得られるとされている。
【０００３】
　しかしながら、従来の微小流路装置においては、通常は、流路内に流体を送り込む際の
外部エネルギーとして高圧が必要であり、外部エネルギーが得られない環境下においては
、駆動力が確保できないため流体輸送が困難であった。また、従来の微小流路装置におい
ては、流路の構造が微細かつ緻密であるため、不純物の付着等によって流路阻害が生じる
上、閉鎖流路であるために洗浄効率が悪く、メンテナンス性が低いという問題点が指摘さ
れている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、本発明者は、生物の体表面に存在するナノ構造のもつ様々な特性について研
究を進めており、特に、海辺に生息するフナムシ（Ligia exotica）の脚部に存在する微
細突起が、優れた水輸送メカニズムを備えた開放流路を形成していることを発見した。本
発明者は、この開放流路によれば、従来、主としてマイクロエレクトロニクスの観点から
の検討がなされてきた微小流路の構造について全く新しいアプローチが可能ではないかと
想起した。そこで、本発明者は、フナムシの脚部の微小突起による水輸送メカニズムにつ
いて鋭意研究を進めた。そして、産業上利用可能な流路装置として、外部エネルギーをほ
とんど使用することなく流体の流量を制御可能な新しい流路装置を実現可能とし、さらに
は、微細構造の装置においては流路構造の乱れや部分的な破損、および付着物などの流路
阻害要因に対する回避機構を実現可能とするための方策の検討が深められることで、その
手掛かりが得られてきた。
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【０００５】
　本発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、外部エネルギーの使用を
抑制することができ、微小構造においては不純物の付着による流路阻害の影響を低減可能
であって、かつ洗浄容易な、広い産業分野への適用が可能とされる新しい開放流路装置を
提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の開放流路装置は、上記の課題を解決するために、以下の特徴を有している。
【０００７】
　すなわち、本発明は、複数の流路が隣接する流体流路装置であって、流路の底部を構成
する基板と、基板の表面に立設されて流路の側壁を構成する複数のブレードとを有し、前
記複数のブレードは、前記流体の流れの上流側から下流側への方向に間隔をあけて複数立
設され、この間隔において隣接する流路間の流体の導通が可能にされており、流路の一端
が流体に接することで、流体の流れが可能とされているブレード複合型開放流路装置であ
ることを特徴としている。
【０００８】
　そして本発明の流路装置においては、流体の流れは重力が関与しない水平方向の流れも
しくは重力に反する方向への流れも可能であることも特徴としている。
【０００９】
　また、微小な流路装置としては、好ましくは前記ブレードの流体の流れの上流側から下
流側への方向における間隔が、０.1μｍから１００μｍの範囲内であることを特徴として
いる。より好ましくは、２０μｍから５０μｍの範囲内である。
【００１０】
　さらにまた、好ましくは、複数のブレードが、第１ブレードと、第１ブレードよりも流
体の流れの上流側から下流側への方向の長さの長い第２ブレードとの複合構造であること
を特徴としている。
【００１１】
　第１ブレードを複数の流路の最外部に配置し、第２ブレードを第１ブレードによって囲
まれた中央部に設けられていることも好ましい。
【００１２】
　この場合、一定間隔ごとに第１ブレードを中央部に配置した境界部が設けられているこ
とが好ましい。
【００１３】
　また、微小な流路装置としては、第１ブレードと第２ブレードの流体の流れの上流側か
ら下流側への方向の長さが１０μｍから１００μｍの範囲内であることも好ましい。
【００１４】
　複数のブレードの形成方法が、フォトリソグラフィであることも好ましい。
【００１５】
　そして、本発明のブレード複合型開放流路装置においては、基板やブレードの表面が親
水性または疎水性処理されていることも好ましい。
【００１６】
　本発明は、また、ブレード複合型開放流路装置の接合体として、以上のブレード複合型
開放流路装置を単位ブロックとして、複数の単位ブロックの接合体であるものも提供する
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、外部エネルギーの使用を抑制することができ、微小構造においては不
純物の付着による流路阻害の影響を低減可能であって、かつ洗浄容易な、広い産業分野へ
の適用が可能とされる新しい開放流路装置が実現される。
【図面の簡単な説明】
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【００１８】
【図１】本発明のブレード複合型開放流路装置の第一の実施形態を示した正面図である。
【図２】図１のブレード複合型開放流路装置を用い、流体として水を輸送する場合におけ
る、重力に抗した水の輸送距離Ｈ２（ｍｍ２）を示したグラフである。
【図３】図１のブレード複合型開放流路装置において、流体の流れの上流側から下流側へ
の方向に設けられたブレード間の間隔による流路阻害要因の回避を示した写真と流体の移
動を示した模式図である。
【図４】図１のブレード複合型開放流路装置において、ブレードの長さを変化させた際の
水の上昇速度の指標Ｄ（ｍｍ２／ｓ）および流路の表面積（ｃｍ２）を示したグラフであ
る。
【図５】図１のブレード複合型開放流路装置において、ブレードの配列パターンを周期的
にずらした変形例を示す図である。
【図６】ブレード複合型開放流路装置において、ブレードの配列パターンを周期的にずら
した変形例における水の上昇速度の指標Ｄ（ｍｍ２／ｓ）および流路の表面積（ｃｍ２）
を示したグラフである。
【図７】本発明の第一の実施形態に係る微小流路装置の作製例について、流路の一部を拡
大して示すＳＥＭ画像である。
【図８】λ＝１の配列（Ｓａｍｐｌｅ　１）およびλ＝２の配列（Ｓａｍｐｌｅ　２）を
有する微小流路装置を用いて、水の輸送挙動を観察した結果を示す写真である。
【図９】流体輸送試験例７の結果を示す写真である。
【図１０】流体輸送試験例８の結果を示すグラフである。
【図１１】流体輸送試験例９の結果を示す写真である。
【図１２】流体輸送試験例９において、ＴＣＬ長の計算値と、重力に抗しての水の輸送速
度の指標Ｄの試験値との関係を示したグラフである。
【図１３】本発明のブレード複合型開放流路装置の第二の実施形態を示した図である。
【図１４】図１３のブレード複合型開放流路装置におけるブレードの長さ、ブレードの間
隔、および流路の幅の３つのパラメータが、水の上昇速度に及ぼす影響を定量的に評価し
たグラフである。（Ａ）は、ブレード配置が単純なパターンの場合を示し、（Ｂ）は、ブ
レード配置が図１３に示した複合パターンの場合を示している。
【図１５】本発明のブレード複合型開放流路装置の第三の実施形態を示した図である。
【図１６】（ａ）は、本発明のブレード複合型開放流路装置の第三の実施形態の実施例を
示した図である。（ｂ）は、この場合の水の上昇を示した写真であり、（ｃ）は、水の上
昇高さｚの時間発展ｚ／ｚ０を示したグラフであり、（ｄ）は、（ｃ）の縦軸をｚ／ｚ０

の２乗で取り直したグラフである。（ｅ）および（ｆ）は、図１６（ｄ）において、中央
部８のブレード間隔Ｌ（μｍ）の値を変化させた場合の時間ｔと水の輸送距離ｚ/ｚ０の
２乗との関係を示したグラフである。
【図１７】本発明のブレード複合型開放流路装置の応用例である流体循環システムの構成
を示す模式図である。
【図１８】図１７の流体循環システムにおいて、滴下手段による水の供給時間と容器内の
水位との関係を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明のブレード複合型開放流路装置の第一の実施形態を示した正面図である
。
【００２０】
　ブレード複合型開放流路装置１では、平板状の基板２の表面に複数のブレード３を備え
ている。複数のブレード３は、基板２の表面において流体４の流れの上流側から下流側へ
の方向に間隔５をあけて立設されている。また、横方向では、相互に間隔をあけて複数の
流路６が形成されている。ブレード３は、流路６の側壁を構成し、基板２は流路６の底部
を形成している。
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【００２１】
　また、図１にその全体像を例示したように、ブレード３を立設した基板２を垂直にもし
くは傾けた状態で、流路６の一端を流体４に接触させると、流体４は、表面張力ないしは
毛管力を起動力として流路６の下方の上流側から上方の下流側へと重力とは反対方向へと
上昇する。流体４は、自発的に輸送されることになる。このため、流路６の流れの開始点
における加圧が不要な省エネルギー流路が実現される。ここで基板２は、平板状であって
も、あるいは曲面状、屈折面状であってもよい。そしてまた、流体４に流路６の一端が接
触する基板２の流体４に対しての配置位置、配置の姿勢状況によって、流体４を斜め上方
、そして水平方向に輸送することも可能となる。
【００２２】
　流体４としては、水等の低粘性液体に限らず、イオン液体やオイル等の粘性液体等の液
体、気体および気液混合液体等が例示される。また、流体４は親水性溶媒であっても疎水
性溶媒であってもよい。
【００２３】
　流体４は、その粘性抵抗、そして重力に対しての流体の表面張力、毛管現象としての流
体連続性を維持して起動することになる。流体４の種類、流路６の幅、つまりブレード３
の横方向の間隔や、ブレード３や基板２の表面のぬれ性（親水性／疎水性）、ブレードの
配列や形状は適宜選択、設定されてよい。
【００２４】
　流路６の側壁を構成する複数のブレード３は、流体４の流れの上流側から下流側への方
向に間隔５をあけて立設されており、流体４を隣接する流路６間で導通させることが可能
となる。このような構成を備えていることにより、複数のブレード３の配列の乱れや複数
のブレード３の部分的な破損、および不純物の付着などの流路阻害要因が存在しても、そ
れらを回避して流体４を輸送することが可能となる。また、流路６の側壁としてのブレー
ド３に随時に間隔５を形成したり、ブレード３を移動可能として間隔５の大きさやブレー
ド３の配列パターンを変更したりすることによって、流路６の始点および終点を自在に設
定することも可能となる。
【００２５】
　図２は、図１のブレード複合型開放流路装置１を用い、流体４として水を輸送する場合
における、重力に抗しての水の上昇速度の指標Ｄを傾きとして例示したグラフである。輸
送距離Ｈが経過時間Ｔの１／２乗に比例するキャピラリー理論に従った挙動を示すことが
確認されている（Ｈ２＝ＤＴ）。なお、流体４は水等の低粘性液体に限らず、イオン液体
やオイル等の粘性液体であってもよい。
【００２６】
　複数のブレード３の形状は、流体４の輸送が可能であれば特に限定されない。例えば、
円弧形の板状、断面矩形の板状、断面楕円形の板状等が例示される。
【００２７】
　微小流路装置、例えば、流路幅として５μｍ～１００μｍのスケールの装置の場合には
、複数のブレード３は、例えば、フォトリソグラフィによって形成されてよい。
【００２８】
　基板２および複数のブレード３の素材は、表面パターニングが容易な材料であれば、特
に限定されない。例えば、半導体素子の材料であるエポキシ系レジスト材料等の高分子材
料、上記高分子材料をレジストとしてエッチング処理したシリコン基板等の無機材料、上
記無機材料を鋳型として転写法で作製したゲル材料等が例示される。例えば、密着性に優
れ、アスペクト比の高いマスクパターンを形成可能な、従来の微小流路装置であるマイク
ロ流体デバイスの材料としても使用されている、エポキシ系レジスト材料は、本発明のブ
レード複合型開放流路装置１にも好適に用いることができる。
【００２９】
　このような材料からなる基板２やブレード３の表面は、親水性または疎水性処理されて
いることが好ましい。親水性処理としては、例えば、低圧水銀ランプによる紫外線照射（
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波長２５３．７ｎｍ、１８４．９ｎｍ）、エキシマ照射（波長１７２ｎｍ）、プラズマ表
面改質、コロナ処理等が例示される。特に、真空紫外線照射によって生成されるオゾン処
理で、基板２の表面に親水性官能基が形成されることが好ましい。また、疎水性処理とし
ては、疎水性基を含む機能性モノマーを基板表面にグラフト重合させることで表面改質を
行う方法、金薄膜をスパッタリング等で形成させて機能性チオール修飾剤を反応させる方
法、表面を親水性処理した後シランカップリング剤を加水分解により反応させる方法等が
例示される。
【００３０】
　上記のような表面改質を行うことによって、本発明のブレード複合型開放流路装置１に
おける基板２やブレード３の表面と流体４との接触角度を小さくし、基板２やブレード３
の表面のぬれ性を向上することが可能である。このように、流体４の種類、組成、物性等
に応じて表面改質を行う方法を選択し、基板２やブレード３の表面と流体４との親和性を
高めることにより、流体４、例えば、水との接触表面積が大きくなるため、駆動力が増大
し、それに従って輸送速度の増加が図られる。
【００３１】
　なお、基板２やブレード３の表面改質を行う際には、全体を均質に処理してもよく、部
分的に処理してもよい。例えば、親水性処理を行う際に、基板２をフォトマスク等で部分
的に覆い、上述した紫外線照射やエキシマ照射等を行うことによって、基板２やブレード
３の表面のうちフォトマスク等で覆われていない部分を選択的に改質することができる。
【００３２】
　また、基板２やブレード３の表面は、流体４の種類、組成、物性、およびブレード複合
型開放流路装置１の用途や所要の性能等に応じて、親水性または疎水性に適宜変更するこ
とができる。すなわち、親水性処理を施した表面に疎水性処理を行ってもよく、また、疎
水性処理を施した表面に親水性処理を行ってもよい。
【００３３】
　複数のブレード３の流体４の流れの上流側から下流側への方向における間隔５、すなわ
ちブレード３の間隔５としては、微小流路装置では、例えば、０．１μｍから１００μｍ
の範囲が例示される。好ましくは、２０μｍから５０μｍの範囲が例示される。間隔５が
上記の範囲内であれば、間隔５をあけていない従来の流路と同等の流体４の輸送速度を得
ることができる。また、間隔５は狭い方が流体４の輸送速度を高めることができる。
【００３４】
　図３は、図１のブレード複合型開放流路装置１において、流体の流れの上流側から下流
側への方向に設けられた間隔による流路阻害要因の回避を示した写真と流体の移動を示し
た模式図である。流路６の側壁に間隔５が設けられていない独立したストライプ型の開放
流路では、図３（Ａ）に示すように、流路内に設置された流路阻害要因を回避することが
できず、流体４の輸送が途中で停止する。一方、本発明のブレード複合型開放流路装置１
においては、図３（Ｂ）に示すように、流路６の側壁を構成するのが複数のブレード３で
あって、間隔５がブレード３間に設けられているため、流路内に設置された流路阻害要因
を回避して、流路６の上端部まで流体４の輸送を可能とする。
【００３５】
　複数のブレード３の流体４の流れの上流側から下流側への方向の長さ、すなわちブレー
ド３の長さとしては、微小流路装置では、例えば、１０μｍから１００μｍの範囲が例示
される。好ましくは、２５μｍから５０μｍの範囲が例示される。ブレード３の長さは、
後述するブレード３の幅や立設高さ、流路の幅等を考慮して、適宜設定することができる
。
【００３６】
　複数のブレード３の流体４の流れと直交する横方向の長さ、すなわちブレード３の幅と
しては、微小流路装置では、例えば１μｍから１００μｍの範囲が例示される。ブレード
の幅が小さければ、基板２の単位面積当たりの流路６を多数確保することができるため、
流体４の輸送効率を高めることができると考えられる。
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【００３７】
　ブレード３の基板２の表面からの立設高さについては、微小流路装置では、例えば、５
μｍから１００μｍの範囲が例示される。立設高さが高ければ、ブレード３の表面と流体
４と接触表面積が大きくなるため、駆動力が増大し、それに従って速度の増加が可能とな
る。
【００３８】
　複数のブレード３の流体４の流れと直交する横方向の間隔、すなわち流路の幅としては
、微小流路装置では、例えば２５μｍから１００μｍの範囲が例示される。流路の幅が上
記の範囲内であれば、微小流路装置では、流体４の輸送が妨げられることがなく、表面張
力、毛管現象が十分に起こり得る。流路の幅は、ブレード３の長さ、幅および立設高さ等
を考慮して、適宜設定することができる。
【００３９】
＜流体輸送試験例１＞
　図４は、図１のブレード複合型開放流路装置１において、ブレード３の長さを変化させ
た際の水の上昇速度の指標Ｄ（ｍｍ２／ｓ）および流路の表面積（ｃｍ２）を示したグラ
フである。本試験例において、ブレード３の幅は２μｍであり、流路６の幅は２５μｍで
ある。図４に示すように、ブレード３の長さが５０μｍ以下の範囲においては、ブレード
３の長さが長くなるにつれて流体４である水との接触表面積が大きくなるため、駆動力が
増大し、それに従って速度の増加が認められた。なお、流路の幅を５０μｍとした開放流
路装置においても、上記と同様の傾向が確認されている。
【００４０】
　複数のブレード３は、流体４の流れと直交する横方向において、間隔５の位置が揃うよ
うに複数列配設されていてもよいし、間隔５の位置がずれるように複数列配設されていて
もよい。例えば、ブレード３の配列パターンを周期的にずらすことにより、間隔５の位置
をずらすことができる。また、間隔５の位置をずらすことに加えて、ブレード３の配列パ
ターンに物理的な要素を付加してもよい。
【００４１】
　図５は、図１のブレード複合型開放流路装置１において、ブレード３の配列パターンを
周期的にずらした変形例を示した図である。λは、ずれパラメータを示し、何列隣に同一
の配列パターンが現れるかを定義するものである。同一の配列パターンの間に立設される
ブレード３は、上流側から下流側方向へ均等にずらして配設されている。
【００４２】
＜流体輸送試験例２＞
　図６は、図５のブレード複合型開放流路装置１において、ブレード３の配列パターンを
周期的にずらした変形例における水の上昇速度の指標Ｄ（ｍｍ２／ｓ）および流路の表面
積（ｃｍ２）を示したグラフである。
【００４３】
　本試験例では、図５に示すブレード複合型開放流路装置１において、ブレード３の長さ
を２５μｍ、ブレード３の幅を２μｍ、ブレード３の間隔５を２０μｍ、流路６の幅を５
０μｍとし、ずれパラメータλのみを変化させている。図６に示すように、λ値が変化す
ることにより、基板２の単位面積当たりの表面積は同一であるにもかかわらず、流体４の
輸送速度に増大が認められる。このことから、ブレード３の配列パターンを周期的にずら
すことにより、複合型開放流路装置１の流路６の流体輸送性能が向上することが確認され
た。
【００４４】
＜流体輸送試験例３＞
　図５に示すブレード複合型開放流路装置１において、ブレード３の長さを５０μｍ、ブ
レード３の幅を２μｍ、ブレード３の間隔５を１０μｍ、流路６の幅を２０μｍとし、ず
れパラメータλ＝１およびλ＝２のブレード複合型開放流路装置を作製した。このブレー
ド複合型開放流路装置を用いて、基板を水の液面に対して垂直に着水させ、流路を移動す
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る水の鉛直方向と水平方向の輸送速度を比較した。その結果、鉛直方向への水の輸送につ
いては、λ＝２の配列が優位であり、水平方向については、λ＝１の配列が優位であるこ
とが確認された。これより、ブレード３の配列によって、流体４の輸送方向を制御するこ
とができることがわかった。また、λ＝２の場合には、水平方向への水の輸送においては
、その配列パターンに伴って、毛細管現象の効果が十分に得られない場合があることが示
唆された。
【００４５】
　流体４の流れと直交する横方向における複数のブレード３の配設列数、すなわちブレー
ド列数は、特に制限されることはない。ブレード列数が多い方が、流体４の輸送量を増加
させることができる。
【００４６】
　なお、複数のブレード３は、ブレードの長さや、ブレードの幅が同一であってもよいし
、異なっていてもよい。
【００４７】
　本発明のブレード複合型開放流路装置１は、基板２やブレード３の表面の親水性または
疎水性処理によって、流体４の輸送速度を任意に調節することが可能である。このような
機能を有することから、本発明のブレード複合型開放流路装置１は、極性の異なる液体の
混合物についても、輸送速度の差を利用して自発的に分離することができる。
【００４８】
　また、本発明のブレード複合型開放流路装置１は、流路６の表面構造である複数のブレ
ード３が露出している開放系であるため、容易に流路６の洗浄が可能となる。
【００４９】
　流路６の洗浄方法としては、例えば、ＵＶオゾン洗浄や流水洗浄等が例示される。
【００５０】
　本発明のブレード複合型開放流路装置１は、平坦な基板２だけではなく、湾曲面を有す
る基材表面に複数のブレード３を設けることによっても得られる。
【００５１】
　また、本発明のブレード複合型開放流路装置１の複数のブレード３を、従来用いられて
いる微小流路装置の流路内に設けることによって、微小流路装置の流速を向上させること
もできる。例えば、医療用カテーテルの内壁やマイクロ流体デバイスの流路内に複数のブ
レード３を設けることが例示される。
【００５２】
　本発明のブレード複合型開放流路装置１を建物の壁面等に設置することにより、大規模
流路として利用することや、建物内の雰囲気を湿潤状態に保ち、生鮮食品の鮮度維持やイ
ンフルエンザ予防等に活用することも可能となる。
【００５３】
　また、本発明のブレード複合型開放流路装置１を単位ブロックとして、複数の単位ブロ
ックを接合させることによってブレード複合型開放流路装置接合体を得ることができる。
このようなブレード複合型開放流路装置接合体を用いることによって、大量の流体４を長
距離輸送することが可能となる。
【００５４】
　本発明のさらに別の実施の形態においては、例えば、基板２と複数のブレード３を別体
に成形し、基板２の表面にスリット等を設け、ブレード３の挿入と移動が自在とされるこ
とによって、複数のブレード３が基板２のスリットにおいて摺動可能とされたブレード可
動式の複合型開放流路装置１としてもよい。
【００５５】
　さらには、このようにブレード３が摺動可能とされたブレード可動式の複合型開放流路
装置１においては、ブレード３の移動を可能とさせる移動装置と、移動装置に移動命令を
伝達させる制御伝達装置等を組み合わせることによって、リアルタイムに流路６内を流れ
る流体４の流量を調節可能としたブレード複合型開放流路装置１を構築することができる
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【００５６】
　図７は、本実施形態に係る微小流路装置の作製例について、流路の一部を拡大して示す
ＳＥＭ画像である。この微小流路装置においては、フナムシの脚部を模倣した突起構造と
して、エポキシ系レジスト材料（ＳＵ－８）を用いて、フォトリソグラフィによって、２
５ｍｍ×１０ｍｍのシリコンウェハー上に作製したブレードが配設されている。この微小
流路装置の構造に関するパラメータを以下に示す：
　ブレードの長さ：２５μｍ
　ブレードの幅：２μｍ
　ブレードの立設高さ：３０μｍ
　ブレードの間隔：５０μｍ
　流路の幅：５０μｍ
　ずれパラメータλ＝５。
【００５７】
＜流体輸送試験例４＞
　図８は、λ＝１の配列（Ｓａｍｐｌｅ　１）およびλ＝２の配列（Ｓａｍｐｌｅ　２）
としたこと以外は図７に示した微小流路装置と同様の構成を有する微小流路装置を用いて
、水の輸送挙動を観察した結果を示す写真である。各々の基板およびブレードの表面は、
真空紫外線照射によって酸化処理（親水性処理）されている。図８に示すように、フナム
シの脚部を模倣した突起構造を有する本実施形態に係る微小流路装置を用いることにより
、流体の輸送が可能であることがわかる。
【００５８】
＜流体輸送試験例５＞
　上記試験例４で用いたλ＝１の配列を有する微小流路装置を用いて、水、ヘキサデカン
およびシリコンオイルの輸送挙動を分析した。シリコンウェハー基板およびブレード（Ｓ
Ｕ－８）の表面を、無処理、親水性処理または疎水性処理によって均質に処理して、表面
の化学的特性と流体挙動との関係性を分析した。
【００５９】
　基板およびブレードの表面を改質処理しなかった場合（無処理）には、ヘキサデカンの
接触角度は約３０°であり、シリコンオイルの接触角度は１°未満であり、いずれも輸送
性は良好であった。一方、水の接触角度は約７０°であり、流路の上端部までの輸送性は
確認されなかった。
【００６０】
　また、ＴＥＭＳ（トリエトキシメチルシラン）を用いた化学蒸着（ＣＶＤ）により、基
板およびブレードの表面を疎水性処理した場合には、無処理の場合と比較して、ヘキサデ
カンの接触角度が約１０°にまで減少し、より良好な輸送性が確認された。なお、シリコ
ンオイルおよび水の接触角度および輸送性は、無処理の場合と同様であった。
【００６１】
　一方、エキシマ照射により、基板およびブレードの表面を親水性処理した場合には、水
、ヘキサデカンおよびシリコンオイルのいずれも、接触角度が１°未満（ほぼ０°）とな
り、優れた輸送性が確認された。
【００６２】
　これらの結果より、本発明のブレード複合型開放流路装置において、基板およびブレー
ドの表面改質を行う方法を選択することによって、種々の流体を輸送することができるこ
とが確認された。
【００６３】
＜流体輸送試験例６＞
　上記試験例４で用いたλ＝１の配列を有する微小流路装置を用いて、シリコンウェハー
基板およびブレード（ＳＵ－８）の表面を、エキシマ照射による親水性処理、およびＴＥ
ＭＳもしくはＦＡＳを用いた化学蒸着（ＣＶＤ）による疎水性処理を１サイクルとして、
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合計３サイクル繰り返し行い、各々の表面改質処理後の流体の輸送性を分析した。
【００６４】
　その結果、エキシマ照射による親水性処理後には、水、ヘキサデカンおよびシリコンオ
イルのいずれも、接触角度が１°未満（ほぼ０°）となり、優れた輸送性が確認された。
【００６５】
　また、ＴＥＭＳもしくはＦＡＳを用いた化学蒸着（ＣＶＤ）による疎水性処理後には、
親水性処理後と比較して、ヘキサデカンおよびシリコンオイルの接触角度の増加が見られ
たものの、流路の上端部までの輸送性が確認された。一方、疎水性処理後の水の接触角度
は大きく増加するため、流路の上端部までの輸送性は確認されなかった。
【００６６】
　これらの流体挙動は、親水性処理および疎水性処理の３サイクルを通じて、再現性を有
していた。
【００６７】
　これらの結果より、本発明のブレード複合型開放流路装置においては、基板およびブレ
ードの表面を、親水性または疎水性に適宜変更することができることが確認された。
【００６８】
＜流体輸送試験例７＞
　上記試験例４で用いたλ＝１の配列を有する微小流路装置において、シリコンウェハー
基板およびブレード（ＳＵ－８）の表面を、以下の（Ａ）～（Ｃ）に示す方法を用いて部
分的に処理して、流体の輸送挙動を解析した。結果を図９に示す。
【００６９】
（Ａ）　基板の片側（５ｍｍ×２５ｍｍの範囲）をフォトマスクで覆った状態でエキシマ
照射した後、ＦＡＳ（フッ化アルキルシラン）を用いた化学蒸着（ＣＶＤ）により疎水性
処理を行った。これにより、エキシマ照射と疎水性処理を行った部分（Ａ１）と、疎水性
処理のみを行った部分（Ａ２）とを有する微小流路装置を得た。この微小流路装置の流路
の一端をシリコンオイルに接触させたところ、図９（Ａ）に矢印で示したように、Ａ２の
流路からシリコンオイルが選択的に輸送された。
【００７０】
（Ｂ）　基板全体をエキシマ照射した後、ＦＡＳ（フッ化アルキルシラン）を用いた化学
蒸着（ＣＶＤ）により疎水性処理を行い、さらに、基板の片側（５ｍｍ×２５ｍｍの範囲
）をフォトマスクで覆った状態で再度エキシマ照射を行った。これにより、エキシマ照射
と疎水性処理を行った部分（Ｂ１）と、エキシマ照射と疎水性処理に加えてエキシマ照射
を行った部分（Ｂ２）とを有する微小流路装置を得た。この微小流路装置の流路の一端を
水とヘキサデカンとの混合液に接触させたところ、図９（Ｂ）に矢印で示したように、Ｂ
２の流路からヘキサデカンのみが選択的に輸送された。
【００７１】
（Ｃ）　基板の両側（それぞれ、３．５ｍｍ×２５ｍｍの範囲）をフォトマスクで覆った
状態でエキシマ照射することにより親水性処理を行った。これにより、エキシマ照射を行
った部分（Ｃ１）と、２箇所の無処理部分（Ｃ２）とを有する微小流路装置を得た。この
微小流路装置の流路の一端をシリコンオイルと水の混合液に接触させたところ、図９（Ｃ
）に矢印で示したように、中央のＣ１の流路からは水が選択的に輸送され、両側のＣ２の
流路からはシリコンオイルが選択的に輸送された。
【００７２】
　これらの結果より、本発明のブレード複合型開放流路装置においては、基板およびブレ
ードの表面を、流体の種類やブレード複合型開放流路装置の所要の性能等に応じて、親水
性処理および疎水性処理、または無処理を組み合わせて、流路に親水性領域と親油性領域
とを設け、表面自由エネルギーを制御することによって、所望の流体を領域選択的に輸送
でき、流体が油水混合液の場合には油水分離が可能であることが確認された。
【００７３】
＜流体輸送試験例８＞



(11) JP 6244017 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

　上記試験例４で用いた微小流路装置と同様にして、エポキシ系レジスト材料（ＳＵ－８
）を用いて、フォトリソグラフィによって、２５ｍｍ×１０ｍｍのシリコンウェハー上に
、複数のブレードが配設された微小流路装置を作製した。本試験例では、ブレードの長さ
、流路の幅、ずれパラメータ（λ）を様々に変化させて、ブレードの数やサイズ、および
ブレードの配列と、水およびシリコンオイルの輸送挙動との関係性を分析した。結果を図
１０に示す。
【００７４】
　流体として水を用いた場合には、図１０（Ａ）の（１ａ）に示したように、ブレードの
長さ（ＳＬ）が５０μｍ以下の範囲においては、ブレードの長さ（ＳＬ）が長くなるにつ
れて、重力に抗しての水の上昇速度の指標Ｄの増加が見られた。一方、ブレードの長さが
５０μｍ以上になると、Ｄが減少する傾向が見られた。なお、図１０（Ａ）の（１ａ）に
おいて、ＬＷは流路の幅を表す。
【００７５】
　また、ブレードの配列に関して、図１０（Ａ）の（１ｂ）に示したように、λの値が２
以上の場合には、λ＝１の場合と比較して、重力に抗しての水の上昇速度の指標Ｄが増加
し、輸送速度の上昇が見られた。
【００７６】
　流体としてシリコンオイル（動粘度ｃＳｔ＝１０、５０、１００）を用いた場合には、
図１０（Ｂ）の（２ａ）に示したように、ブレードの長さ（ＳＬ）が５０μｍ以下の範囲
においては、ブレードの長さ（ＳＬ）の増加により、重力に抗してのシリコンオイルの上
昇速度の指標Ｄが増加する傾向が見られた。なお、シリコンオイルの動粘度が５０ｃＳｔ
、１００ｃＳｔの場合には、動粘度が１０ｃＳｔの場合と比較して、ブレードの長さとＤ
との相関はやや弱かった。
【００７７】
　また、ブレードの配列に関して、図１０（Ｂ）の（２ｂ）に示したように、ブレードの
長さが１００μｍの装置では、λ＝２の場合には、λ＝１の場合と比較して、いずれの動
粘度のシリコンオイルでも、重力に抗してのシリコンオイルの上昇速度の指標Ｄが増加し
、輸送速度の顕著な上昇が見られた。
【００７８】
　これらの結果より、本発明のブレード複合型開放流路装置においては、流路におけるブ
レードの間隔の位置のずれと、重力に抗しての流体の上昇速度の指標Ｄとには、一定の相
関があることが示唆された。また、流体の粘性が高い場合には、ブレードの数やサイズを
変化させて当該流体と接触する表面積を増加させることよりも、ブレードの配列パターン
を変化させることが、輸送速度の向上のためにより有効であることが示唆された。
【００７９】
＜流体輸送試験例９＞
　次に、上記試験例４で用いたλ＝１およびλ＝２の配列を有する微小流路装置を用いて
、水の輸送に関して、上昇する水の上端部分に位置する気液固の三相が接する線（Three 
phase Contact Line：ＴＣＬ）の様子を解析した。結果を図１１に示す。
【００８０】
　図１１（Ａ）および（Ｂ）においてそれぞれ拡大して示したように、λ＝２の場合には
、λ＝１の場合と比較して、時間の経過とともにＴＣＬの形状が段階的に変化しているこ
とがわかる。より具体的には、輸送の初期段階では、ＴＣＬは水の進行方向に対して垂直
な形状を保ったまま上昇し、一定時間を経過すると、ＴＣＬは、ブレードの配列パターン
のなす角に沿ったジグザグ状に変化する状態（転移）が観察された。
【００８１】
　この転移が起こる前においては、λ＝２の流路では、λ＝１の流路の場合と同様に、Ｔ
ＣＬは水平な形状を形成するが、ＴＣＬが常にブレードの配列構造と接触することで、λ
＝１の流路の場合よりも安定した駆動力を得ることができる。転移後には、ＴＣＬはより
複雑な形状となり、ＴＣＬ長が増加する。流体輸送の駆動力となる流体の表面張力はＴＣ
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Ｌ長に比例して増加するため、λの変化によってより高速な流体輸送が可能となることが
示唆された。
【００８２】
　そこで、ブレードのサイズや配列を系統的に変化させた微小流路装置を作製し、各々の
装置について、ＴＣＬの形状が複雑化する転移後の状態において予想されるＴＣＬ長を計
算し、重力に抗しての水の輸送速度の指標Ｄの試験値との関係を分析した。なお、Ｄの値
は転移前を含めた全体の流体輸送速度から計算される値である。結果を図１２に示す。
【００８３】
　図１２に示したように、ＴＣＬ長の計算値と流体輸送速度との間に明らかな相関関係が
確認された。なお、図１２において、横軸は、分析対象の装置について計算したＴＣＬ長
と、λ＝１の流路のＴＣＬ長との比を表わす。
【００８４】
　このように、本発明のブレード複合型開放流路装置は、流体の種類、組成、物性、およ
びブレード複合型開放流路装置１の用途や所要の性能等に応じて、ブレードの数やサイズ
、およびブレードの配列パターンを設計することにより、所望の流体の輸送性を制御する
ことができることが確認された。また、上述した基板およびブレードの表面の改質処理を
組み合わせることにより、より効率的な流体の輸送が可能である。
【００８５】
　図１３は、本発明のブレード複合型開放流路装置１の第二の実施形態を示した図である
。この実施形態においては、複数のブレード３として、流体４の流れの上流側から下流側
への方向の長さの短い第１のブレード３ａと、第１のブレード３ａよりも流体４の流れの
上流側から下流側への方向の長さの長い第２のブレード３ｂが形成されており、これら長
さの異なる複数のブレード３の複合構造をとる。
【００８６】
　長さの異なる第１のブレード３ａ、第２のブレード３ｂの配置は、第１のブレード３ａ
と第２のブレード３ｂとが流体４の流れの上流側から下流側への方向の同一直線上に配設
されていてもよいし、第１のブレード３ａのみ、または第２のブレード３ｂのみが流体４
の流れの上流側から下流側への方向の同一直線上に配設されていてもよい。ブレード複合
型開放流路装置１の最外部７に長さの短い第１のブレード３ａが配設され、第１のブレー
ド３ａに囲まれた中央部８に第１のブレード３ａよりも長さの長い第２のブレード３ｂが
配設されることが好ましい。
【００８７】
　図１４は、ブレード複合型開放流路装置１におけるブレード３の長さ、ブレード３の間
隔５、および流路６の幅の３つのパラメータが、水の上昇速度に及ぼす影響を定量的に評
価したグラフである。図１４（Ａ）には、長さの短い第１のブレード３ａのみが配設され
た流路６ａと、第１のブレード３ａよりも長さの長い第２のブレード３ｂのみが配設され
た流路６ｂの単独パターンについて、それぞれの結果を示している。
【００８８】
　図１４（Ａ）の（１ａ）～（１ｃ）は、上記の３つのパラメータについて、いずれか１
つを変動させ、残り２つを固定して作製したブレード複合型開放流路装置１における、水
の上昇速度の指標Ｄ（ｍｍ２／ｓ）の変化を示している。○でプロットされているのは、
図１３に示した本発明の第二の実施形態のブレード複合型開放流路装置１における中央部
８に配置された第２のブレード３ｂのみで構成された流路６ａのデータである。また、図
中の挿入図において、□でプロットされているのは、図１３に示した第二の実施形態のブ
レード複合型開放流路装置１における最外部７に配置された第１のブレード３ａのみで構
成された流路６ｂのデータである。そして、図中の実線で描かれた曲線は、後述の流路６
ａ、６ｂにおけるキャピラリー理論の理論式を示したグラフである。
【００８９】
　図１４（Ａ）の（１ｄ）は、上記（１ａ）～（１ｃ）のデータをもとに導出した流路６
ａ、６ｂにおけるキャピラリー理論の変数α1、β1を求めるためのグラフである。
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【００９０】
　ここで、本発明のブレード複合型開放流路装置１におけるキャピラリー理論の理論式は
、以下の式で示される。
【００９１】
　　　　ＤＢ／（１－φ）Ｄ＝α１＋β１φＤＢ／（１－φ）ＤＳ　  　　（式１）
　式１において、Ｄ（ｍｍ２／ｓ）は実験から求めた上昇速度の指標、ＤＢおよびＤＳは
それぞれ、ＤＢ＝γ（ｌ＋ｗ）ｈ２／ηＬＷ、ＤＳ＝γ（ｌ＋ｗ）ｗ／ηＬであり、ＤＢ

は基板底面から流体に働く抵抗力と駆動力との競合から理論的に求めた上昇速度の指標、
ＤＳはブレード側面から流体に働く抵抗力と駆動力との競合から理論的に求めた上昇速度
の指標である。ここで、γ（Ｎ／ｍ）は流体４の表面張力、η（ｋｇ／ｍ・ｓ）は流体４
の粘性を表している。α１はＤＢにつく数値係数、β１はＤＳにつく数値係数である。ま
た、φはl／Ｌすなわち流体４の流れの上流側から下流側への方向に見たブレード３の割
合を、（１－φ）はブレード３のない部分の割合を表している（図１６（a）参照）。
【００９２】
　図１４の（１ｄ）において、グラフの縦軸は、式１の左辺を表しており、グラフの横軸
は、式１の右辺第２項の係数β１を除いた部分（φＤＢ／（１－φ）ＤＳ）を表している
。本発明のブレード複合型開放流路装置１におけるキャピラリー理論がよく成り立ってい
ればデータは直線に乗り、その傾きがβ1、ｙ切片がα1となる。
【００９３】
　図１４の（１ａ）において、縦軸は実験で測定した水の上昇速度を表す指標Ｄ（ｍｍ２

／ｓ）、横軸はブレードの長さｌ（μｍ）を示している。流体４の流れ方向のブレード間
隔Ｌ（μｍ）、流体の流れと直交方向のブレード幅Ｗ（μｍ）の値は、それぞれ、流路６
ａに対しては（Ｌ，Ｗ）＝（２０，５０）、流路６ｂに対しては（Ｌ，Ｗ）＝（１０，２
５）に固定した。これより、ブレードの長さｌが長いほど水の上昇速度は速くなることが
確認される。
【００９４】
　図１４の（１ｂ）において、縦軸は実験で測定した上昇速度を表す指標Ｄ（ｍｍ２／ｓ
）、横軸は流体の流れ方向のブレード周期Ｌ（ブレード間隔Ｌ＋ブレード長さｌ）（μｍ
）である。他のパラメータはそれぞれ、流路６ａに対しては（ｌ，Ｗ）＝（２０，５０）
、流路６ｂに対しては（ｌ，Ｗ）＝（１０，２５）に固定した。これより、流体の流れ方
向のブレード間隔Ｌが小さいほど上昇速度は速くなることが確認される。
【００９５】
　図１４の（１ｃ）において、縦軸は実験で測定した上昇速度を表す指標Ｄ（ｍｍ２／ｓ
）、横軸は流体の流れと直交する横方向のブレード周期Ｗ（流路の幅Ｗ＋ブレード幅ｗ）
（μｍ）である。他のパラメータはそれぞれ、流路６ａに対しては（ｌ，Ｌ）＝（２０，
２０）、流路６ｂに対しては （ｌ，Ｌ）＝（１０，１０）に固定した。これより、流体
の流れと垂直方向のブレード間隔Ｗが小さいほど上昇速度は速くなることが確認される。
【００９６】
　図１４（Ａ）の（１ａ）～（１ｃ）のすべてのデータおよび他の３つのデータすなわち
（ｌ，Ｌ，Ｗ）＝（２０，２０，５０）、（１０，２０，５０）、（２０，１０，２５）
（単位はμｍ）をプロットしたところ、データ点は直線によく乗り、フィッティングから
上記直線の式のｙ切片に相当するα1＝１３．１、傾きに相当するβ1＝１．５４と求まっ
た。さらにこのα1、β1の値を用いて、（１ａ）～（１ｃ）に理論曲線を追加したところ
、理論曲線はデータ点の傾向をよく説明することが確認される。
【００９７】
　一方、図１４（Ｂ）には、図１３に示した本発明の第二の実施形態、すなわちブレード
複合型開放流路装置１の最外部７に長さの短い第１のブレード３ａが配設され、第１のブ
レード３ａに囲まれた中央部８に第１のブレード３ａよりも長さの長い第２のブレード３
ｂが配設された流路６の複合パターンの結果を示している。
【００９８】
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　図１４（Ｂ）においては、最外部７における３つのパラメータは（ｌ、Ｗ、Ｌ）＝（１
０，２５，１０）に保ち、中央部８における３つのパラメータのみ変化させた。
【００９９】
　図１４（Ｂ）の（２ａ）において、縦軸は実験で測定した上昇速度を表す指標Ｄ（ｍｍ
２／ｓ）、横軸は中央部８における第２のブレード３ｂの長さｌ（μｍ）である。中央部
８の流体の流れ方向のブレード間隔Ｌ（μｍ）、中央部８の流体の流れと直交する横方向
のブレード間隔Ｗ（μｍ）の値はそれぞれ（Ｌ，Ｗ）＝（２０，５０）に固定した。これ
より、中央部８の第２のブレード３ｂの長さｌが大きいほど上昇速度は速くなることが確
認される。
【０１００】
　図１４（Ｂ）の（２ｂ）において、縦軸は実験で測定した上昇速度を表す指標Ｄ（ｍｍ
２／ｓ）、中央部８の横軸は流体の流れ方向のブレード周期Ｌ（ブレード間隔Ｌ＋ブレー
ド長さｌ）（μｍ）である。他のパラメータは（ｌ，Ｗ）＝（２０，５０）に固定した。
これより、中央部８の流体の流れ方向のブレード間隔Ｌが小さいほど上昇速度は速くなる
ことが確認される。
【０１０１】
　図１４（Ｂ）の（２ｃ）において、縦軸は実験で測定した上昇速度を表す指標Ｄ（ｍｍ
２／ｓ）、中央部８の横軸は流体の流れと直交する横方向のブレード周期Ｗ（流路の幅Ｗ
＋ブレードの幅ｗ）（μｍ）である。他のパラメータは（ｌ，Ｌ）＝（２０，２０）に固
定した。これより、中央部８の流体の流れと直交する横方向のブレード間隔Ｗが小さいほ
ど上昇速度は速くなることがわかる。
【０１０２】
　図１４（Ｂ）の（２ｄ）は、図１４（Ａ）の（１ｄ）と同様に、上記（２ａ）～（２ｃ
）のデータをもとに導出した本発明の第二の実施形態におけるキャピラリー理論の変数α

1、β1を求めるためのグラフである。上記（２ａ）～（２ｃ）のすべてのデータをプロッ
トし、これらの点に対するフィッティング線を実線で表した。このとき、α1＝８．２０
、β1＝１．６８であった。このα1、β1の値を用いて、上記（２ａ）～（２ｃ）に理論
曲線を追加したところ、実線で示した理論曲線は、データ点の傾向をよく説明することが
確認される。
【０１０３】
　さらに、図１４（Ａ）の（１ｄ）で求めたα1、β1を用いた理論曲線を図１４（Ｂ）の
（２ａ）～（２ｃ）に破線で示した。加えて、上記（２ａ）～（２ｃ）の図中の挿入図に
、複合パターンにおけるＤの値を、複合パターンの中央部８に対応するブレード３ｂの単
独パターンにおけるＤの値への割合（％）として示した。
【０１０４】
　その結果、流体の流れ方向の中央部分のブレード間隔Ｌ（μｍ）または流体の流れと直
交方向の中央部分のブレード間隔Ｗ（μｍ）の値が小さい２つのデータ点を除き、複合パ
ターンの流路の方が明らかに水の上昇が速いことが確認された。
【０１０５】
　長さの短い第１のブレード３ａのみが配設された流路６ａと、第１のブレード３ａより
も長さの長い第２のブレード３ｂのみが配設された流路６ｂとにおける流体の輸送速度を
比較すると、図１４（Ａ）に示すように、長さの短い第１のブレード３ａのみが配設され
た流路６ａの方が、流体４の輸送速度が大きい。一方、ブレード複合型開放流路装置１の
最外部７に長さの短い第１のブレード３ａが配設され、第１のブレード３ａに囲まれた中
央部８に第１のブレード３ａよりも長さの長い第２のブレード３ｂが配設されているブレ
ード複合型開放流路装置１の流路６の一端を流体４に接触させると、図１４（Ｂ）に示す
ように、図１４（Ａ）の単独パターンと比較して水の上昇速度の指標が大きく、流体４の
輸送速度が大きいことが確認される。この流体４の輸送速度の向上は、中央部８への流体
４の輸送速度よりも最外部７への流体４の輸送速度が大きいために、先に最外部７に輸送
された流体４が中央部８に流体４を引き上げる働きをすることに起因する。以上より、複
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合パターン構造で、中央部８での長さスケールよりも最外部７での長さスケールが十分小
さい場合には、最外部７が効果的役割を果たし、単一パターン構造においては見られなっ
た複合効果によって水の上昇速度は大きくなることがわかった。
【０１０６】
　図１５は、本発明のブレード複合型開放流路装置１の第三の実施形態を示した図である
。また、図１６は、本発明のブレード複合型開放流路装置１の第三の実施形態の実施例を
示した図であり、（ａ）は、実施例のブレード複合型開放流路装置のサイズを示している
。（ｂ）は、（ａ）における水の上昇を示した写真であり、（ｃ）は、水の上昇高さｚの
時間発展ｚ／ｚ０を示したグラフであり、（ｄ）は、（ｃ）の縦軸をｚ／ｚ０の２乗で取
り直したグラフである。
【０１０７】
　本発明の第三の実施形態においては、図１５の中央のレーンに示すように、ブレード複
合型流路装置１の最外部７に長さの短い第１のブレード３ａが配置され、中央部８に第１
のブレード３ａよりも長さの長い第２のブレード３ｂが配置され、かつ一定間隔ごとに中
央部８にも長さの短い第１のブレード３ａが配置されている。この中央部８において、一
定間隔ごとに長さの短い第１のブレード３ａが配置された領域を境界部９とする。本実施
形態におけるブレード複合型流路装置１は、基板２としてシリコンウェハーが用いられ、
フォトリソグラフィ技術によってブレード第１の３ａ、第２の３ｂが配設され、紫外線照
射によって基板２および第１のブレード３ａ、第２の３ｂ表面は、水に対する完全ぬれ性
が実現されている。
【０１０８】
　本実施形態におけるブレード複合型流路装置１は、図１６（ａ）の中央のレーンとその
一部を拡大した図に示すように、ブレード３ａの長さが１０μｍである最外部７と、ブレ
ードの長さ３ｂが２０μｍである中央部８とを複合化している。最外部７においては、ブ
レード３ａの間隔５ａが１０μｍ、流路６ａの幅が２５μｍである。中央部８においては
、ブレード３ｂの間隔５ｂが２０μｍ、流路６ｂの幅が５０μｍである。また、ブレード
の高さｈおよびブレードの厚さｗは、それぞれ３０μｍと２μｍに固定されている。さら
にまた、図１６（ａ）の中央のレーンの一部を拡大した図に示すように、境界部９には、
最外部７と同様に第１のブレード３ａが配置されており、この境界部９の長さは、上流側
が０．１ｍｍ、下流側が０．１ｍｍであって合計で０．２ｍｍである。一方、図１６（ａ
）の左側のレーンは、比較例として最外部７と同様に第１のブレード３ａのみが複数列配
置されており、右側のレーンには、比較例として中央部８と同様に第２のブレード３ｂの
みが複数列配置されている。
【０１０９】
　図１６（ｂ）は、上記の３つのレーンにおける流路４の吸水挙動を示した写真である。
αは、最外部７と同様に第１のブレード３ａのみが複数列配置された比較例である左側の
レーンの水の上昇先端を示しており、βは、中央部８と同様に第２のブレード３ｂのみが
複数列配置された比較例である右側のレーンの水の上昇先端を示している。また、γは、
実施例である中央のレーンの最外部７における水の上昇先端を示しており、δは、実施例
である中央のレーンの中央部における水の上昇先端を示している。図１６（ｂ）に示すよ
うに、最外部７に長さの短い第１のブレード３ａが配置され、中央部８に第１のブレード
３ａよりも長さの長い第２のブレード３ｂが配置された流路装置に境界部９を設けること
により、最外部７と同様のブレード３ａのみが複数列配置された流路装置や中央部８と同
様のブレード３ｂのみが複数列配置された流路装置と比較して、流体４の輸送距離が増加
することが確認された。
【０１１０】
　図１６（ｃ）は、時間ｔと水の上昇高さｚとの関係を示すグラフである。グラフの縦軸
は、境界部９の周期ｚ０（３．６ｍｍ）（境界部９の間隔（３．４ｍｍ）＋境界部９の長
さ（０．２ｍｍ））で規格化された液体の上昇高さｚを表しており、横軸は経過時間ｔで
ある。αは、最外部７と同様のブレード３ａのみが複数列配置された図１６（ａ）、（ｂ
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）の左側のレーンの水の上昇高さを示しており、βは、図１５の中央部８と同様のブレー
ド３ｂのみが複数列配置された、図１６（ａ）、（ｂ）の右側のレーンの水の上昇高さを
示している。また、γは、図１６（ａ）、（ｂ）の中央のレーンの最外部７における水の
上昇高さを示しており、δは、図１６（ａ）、（ｂ）の中央のレーンの中央部８における
水の上昇高さを示している。
【０１１１】
　図１６（ｂ）、（ｃ）から、本実施形態の中央のレーンでの水の浸透の動力学には、通
常の毛管上昇とは大きく異なるいくつかの特徴があることが確認される。すなわち、中央
のレーンの最外部７および中央部８への水の浸透はいずれも、単独パターンである左側お
よび右側のレーンの流路への水の浸透よりも速い。ここで、各レーンへの水の浸透速度を
比較すると、左側のレーンへの水の浸透（α）は、右側のレーンへの水の浸透（β）より
速い。これは、左側のレーンではブレードの長さが右側のレーンに比べて短く、その結果
、毛管力がより強いためである。また、中央のレーンの最外部７での水の浸透（γ）は、
左側レーンへの水浸透（α）より速い（破線の鉛直矢印参照）。さらにまた、中央のレー
ンの中央部８への水の浸透（δ）は、右側のレーンへの水の浸透（β）より速い（実線の
鉛直矢印参照）。これは、中央のレーンにおいて、先に最外部７（γ）に浸透している水
が中央部８の水を引き上げることに起因する。
【０１１２】
　図１６（ｄ）は、図１６（ｃ）のグラフにおける縦軸をｚ/ｚ０の２乗で取り直したグ
ラフである。図中のα～δについては、図１６（ｃ）と同一のレーンまたはレーン内の部
分を示している。このグラフより、少なくとも左側のレーンの流路と右側のレーンの流路
への水の浸透の動力学は、時間ｔの１/２乗で表されることが示唆されている。また、中
央のレーンの流路の中央部８は、図１６（ｄ）中に鉛直な破線で示したように、初期と後
期の２領域に分けられる。実線および細線はそれぞれ、初期および後期のフィッティング
線である。境界部９で断続的ではあるものの、初期の水の動力学は、ほぼ時間ｔの１/２
乗であり、右側のレーンよりもわずかに速い。後期の水の動力学は、上記鉛直な破線で示
したように、中央のレーンの最外部７での液体先端がパターンの上端に達した時に開始す
る。
【０１１３】
　図１６の（ｅ）および（ｆ）は、図１６（ｄ）において、中央部８のブレード間隔Ｌ（
μｍ）の値を変化させた場合の時間ｔと水の上昇高さｚ/ｚ０の２乗との関係を示したグ
ラフである。図１６（ｄ）において、中央部８の流路のパラメータは、それぞれ、（ｌ、
Ｌ、Ｗ）＝（２０，２０，５０）である。図１６（ｅ）において、中央部８の流路のパラ
メータは、それぞれ、（ｌ、Ｌ、Ｗ）＝（２０，１０，５０）である。また、図１６（ｆ
）において、中央部８の流路のパラメータは、それぞれ、（ｌ、Ｌ、Ｗ）＝（２０，４０
，５０）である。なお、図１６の（ｅ）、（ｆ）のいずれにおいても、最外部７の流路の
パラメータは、（ｌ、Ｌ、Ｗ）＝（１０，１０，２５）に固定した。図１６の（ｅ）およ
び（ｆ）においても、図１６（ｄ）で見られた水の動力学の特徴が確認された。
【０１１４】
　このように、ブレード複合型流路装置１の最外部７に長さの短い第１のブレード３ａが
配置され、中央部８に第１のブレード３ａよりも長さの長い第２のブレード３ｂが配置さ
れ、かつ一定間隔ごとに中央部８にも長さの短い第１のブレード３ａが配置された境界部
９を備えるブレード複合型流路装置１においては、最外部７における流体４の輸送速度の
増大と、最外部７に先に輸送された流体４が中央部８の流体４を引き上げることに伴う中
央部８における流体４の輸送速度の増大とによって、流体４の輸送速度が相乗的に向上す
ることが確認された。
【０１１５】
　本発明のブレード複合型開放流路装置の応用例として、上記試験例４で用いたλ＝１の
配列を有する微小流路装置を用いて、流体循環システムを作製した。図１７は、流体循環
システムの構成を示す模式図である。
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【０１１６】
　より具体的には、図１７に示す流体循環システム１０においては、一定量（１ｍＬ）の
水（流体）１１を入れた容器１２（容量２ｍＬ）に、ピペット等の滴下手段１３によって
一定の時間間隔で所定量の水１１が供給される。微小流路装置１４は、容器１２内の水１
１の水位ｈが所定の値（例えば、容器１２内の水量が１．５ｍＬとなった時点の水位）に
達すると、微小流路装置１４に形成された流路（図示せず）の一端が液面に接触するよう
に、容器１２の開口部から水１１の液面に向かって挿入されて配置されている。また、微
小流路装置１４の流路の他端は、蒸発促進部１５と連通している。
【０１１７】
　このような構成を有する流体循環システム１０においては、滴下手段１３による水１１
の供給に伴って容器１２内の水１１の水位ｈが上昇し、水１１の液面が微小流路装置１４
の流路の一端に接触すると、水１１は、図１７に矢印で示したように、流路を通じて他端
まで輸送され、当該他端に設けられた蒸発促進部１５に送られる。単位時間あたりの滴下
手段１３による水１１の供給量よりも、微小流路装置１４による水１１の輸送量が上回る
と、容器１２内の水１１の水位ｈは低下し、流路の一端と水１１の液面との接触が解消さ
れ、水１１の輸送が停止する。すると、滴下手段１３からの水１１の供給により容器１２
内の水１１の水位ｈは再び上昇し、流路の一端と水１１の液面とが接触し、上述した水１
１の輸送が行われ、以降、同様の挙動が繰り返される。
【０１１８】
　図１８は、図１７に示した流体循環システム１０において、滴下手段１３による水１１
の供給時間と容器１２内の水１１の水位ｈとの関係を示したグラフである。図１８から理
解されるように、本発明のブレード複合型開放流路装置を用いることにより、容器内の流
体を一定の時間間隔で一定量容器外に送り出しながら、容器内の流体の液面の高さを一定
に保つことが可能な流体循環システムを構築することができる。また、微小構造の流路装
置を用いた場合には、例えば、ｍＬオーダーもしくはμＬオーダーでの制御が可能な微量
流体循環システムを構築することができる。このような微量流体循環システムは、例えば
、多穴培養ウェルにおける細胞培養の培養液の自動管理システム等の用途に適したもので
ある。
【０１１９】
　なお、比較例として、微小流路装置の代わりにマイクロキャピラリー（φ０．５ｍｍ）
を用いたこと以外は上記と同様にして、微量溶液循環システムを作製し、水の循環試験を
行った。本比較例では、水の液面とマイクロキャピラリーの一端との最初の接触時には、
水がマイクロキャピラリーにより吸い上げられて、マイクロキャピラリーの他端に設けた
蒸発促進部へと輸送された。しかしながら、二度目の接触時（着液時）には、マイクロキ
ャピラリーの内部に気泡が侵入して、マイクロキャピラリーの流路に目詰まりが生じたた
め、水を輸送することができなかった。
【０１２０】
　以上、本発明の実施形態を詳述してきたが、本発明のブレード複合型開放流路装置およ
びブレード複合型開放流路装置接合体の具体的な形態は、上記の実施形態に何ら限定され
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計の変更等があっても本発明
に含まれる。例えば、これまで説明してきたように、ブレードの配列構造が流体に働く主
の駆動力をもたらす流路（空間）を維持することが可能な限りにおいては、本発明のブレ
ード複合型開放流路装置およびブレード複合型開放流路装置接合体は、流路全体もしくは
一部にガラス等を密着させる等して、閉鎖系とすることもできる。
【符号の説明】
【０１２１】
１　ブレード複合型開放流路装置
２　基板
３　ブレード
　３ａ　第１のブレード
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　３ｂ　第２のブレード
４　流体
５　間隔
６、６ａ、６ｂ　流路
７　最外部
８　中央部
９　境界部
１０　流体循環システム
１１　水（流体）
１２　容器
１３　滴下手段
１４　微小流路装置
１５　蒸発促進部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１７】

【図１８】



(22) JP 6244017 B2 2017.12.6

10

20

フロントページの続き

特許法第３０条第２項適用　インターネットの、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ／ｓｒｅｐ／２
０１３／１３１０２３／ｓｒｅｐ０３０２４／ｐｄｆ／ｓｒｅｐ０３０２４．ｐｄｆにおいて、２０１３年１０
月２３日に、公開のタイトル「Ｗａｔｅｒ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｏｐ
ｅｎ　ｃａｐｉｌｌａｒｉｅｓ　ａｎａｌｙｚｅｄ　ｂｙ　ｄｉｒｅｃｔ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎｓ　ｏｎ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｓｕｒｆａｃｅｓ」として発表。

(72)発明者  下村　政嗣
            北海道千歳市美々７５８番地６５　学校法人千歳科学技術大学内
(72)発明者  奥村　剛
            東京都文京区大塚２－１－１　国立大学法人お茶の水女子大学内
(72)発明者  谷　茉莉
            東京都文京区大塚２－１－１　国立大学法人お茶の水女子大学内

    審査官  豊島　唯

(56)参考文献  特開２００４－１７０３９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１５６５００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００６－５１１８０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０３４８２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０６９４９８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ８１Ｂ　　１／００　－　７／０４
              Ｂ８１Ｃ　　１／００　－９９／００
              Ｇ０１Ｎ　３７／００　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

